
四日市市総合体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

  令和３年３月３１日 

四日市市長  森  智 広 

 

四日市市規則第３４号 

   四日市市総合体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規  

   則 

 四日市市総合体育館の設置及び管理に関する条例施行規則（平成３１年四日市市規

則第２号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 

別表第２（第１３条関係） 

  設備器具等使用料 

 名称 種別 単位 金額（円） 備考  

 アリーナ （略）  

 冷暖房装置（１／２面） （略）  

 大型映像装置 １式１回 ３，３００   

 拡声装置 （略）  

 （略）  

 移動観覧席 １台１回 ６１０   

 ポータブルステージ （略）  

 ポータブルワイヤレス

アンプ（マイク付） 

１式１回 ２２０   

 弓道場 冷暖房装置（観客席） （略）  

 （略）  

 多目的室 （略）  

 試合順序器 （略）  

 ポータブルワイヤレス

アンプ（マイク付） 

１式１回 ２２０   

 トレーニン

グルーム 

冷暖房装置 （略）  

   



 （略）  

備考 （略） 

 

改正前 

別表第２（第１３条関係） 

  設備器具等使用料 

 名称 種別 単位 金額（円） 備考  

 アリーナ （略）  

 冷暖房装置（１／２面） （略）  

 拡声装置 （略）  

 （略）  

 移動観覧席 ４ブロック

１回 

２，４２０   

 ポータブルステージ （略）  

 弓道場 冷暖房装置（観客席） （略）  

 （略）  

 多目的室 （略）  

 試合順序器 （略）  

 トレーニン

グルーム 

冷暖房装置 （略）  

   

 （略）  

備考 （略） 

 

 第８号様式を次のように改める。 

  



第８号様式（第 10条関係） 

四日市市公共施設使用変更（取消）・還付申請書 

  年  月  日 

利用者番号            

利用者名／団体名 

申 請 者              

住 所 

電話番号 

次のとおり、使用料の変更（取消）・還付を申請します。 

 施 設   

 
 調 定 額 納 入 済 額 還 付 対 象 額  

 円 円 円 
 

 

 No 施設内の場所 利用日時 状態 取消・変更理由 還 付 
対象額 還付率 還付額 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 返還額・還付額 円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（スポーツ・国体推進部スポーツ課） 


